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12-9  労働者派遣と労働関係法規の適用 

 

 

 

労働者派遣に係る労働関係法規の適用について、派遣法は、第 44 条から第

47条の 2に、特例を定めている。 

(*) 労働基準法(44 条)、労働安全衛生法(45 条)、じん肺法(46 条)、作用環境測定法(47 条)、均

等法(47 条の 2)  

 労働関係法規の適用は、1)派遣元･派遣先の双方適用、2)派遣先のみ適用、

3)派遣元のみ適用と区分適用となる。上記図表は、その一部を抜粋表記したも

のである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


